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（※については例規集登載事項）
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訓 令

○鹿児島県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令（※） （職員厚生課取扱い）１
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鹿 児 島 県 人 事 委 員 会

鹿 児 島 県 監 査 委 員訓令第１号

鹿 児 島 県 労 働 委 員 会

鹿 児 島 県 企 業

鹿児島県県立病院局企業

鹿児島県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
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鹿児島県職員安全衛生管理規程 平成18年鹿 児 島 県 監 査 委 員訓令第１号 の一部を次
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のように改正する。

第６条第２項中「総務部職員厚生課長」を「総務部総務事務センター長」に改める。

第８条第１項中「課等に，」を「課等に」に，「をもって充てる」を「が選任する」に改め

る。

第９条第１項中「安全衛生管理責任者が，その地区を管轄する」を「その地区を管轄する保

健所に勤務する保健師のうちから，安全衛生管理責任者が，」に改め，同項ただし書を次のよ

うに改める。

ただし，本庁等地区にあっては本庁に勤務する保健師のうちから総括安全衛生管理者が選

任し，鹿児島地区にあっては伊集院保健所に勤務する保健師のうちから安全衛生管理責任者

が伊集院保健所長と協議の上選任する。

第13条第３項中「産業医は」の次に「，本庁等地区にあっては本庁に勤務する医師を」を加
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え，「本庁」を「伊集院保健所」に，「保健所」を「その地区を管轄する保健所」に改める。

第16条第１項中「課等の長は」の次に「，安全管理者」を加える。

第22条中「総務部職員厚生課」を「総務部総務事務センター」に改める。

第23条第２項中「並びに」を「及び」に改め，「及び北地域振興局建設部土木建築課出水

市駐在機関」を削り，同条第３項中「前項の出先機関等の長並びに」を「前項の出先機関等の

長及び」に改め，「及び北地域振興局建設部土木建築課出水市駐在機関の参事」を削る。

第25条第２項中「総務部職員厚生課長」を「総務部総務事務センター長」に改める。

第28条中「総務部職員厚生課」を「総務部総務事務センター」に改める。

第38条第３項中「療養休暇（延長）承認申請書」の次に「（別記第５号様式）」を加える。

「

別表第２中 鹿 児 島 鹿児島市 を

」

「

本 庁 等 本庁等

に改める。

鹿 児 島 鹿児島市（本庁等を除く。）

」

別記第１号様式中

「
免許取得年月日

１ 衛生管理者 を
年 月 日

」

「
研修修了年月日

１ 安全管理者
年 月 日

に，
免許取得年月日

２ 衛生管理者
年 月 日

」

「 「
２ メンタルヘルス ３ メンタルヘルス

推進者 推進者

３ 安全衛生推進者 を ４ 安全衛生推進者 に，

４ 衛生推進者 ５ 衛生推進者

」 」

「

５ 作業主任者 を

」

「
免許取得年月日

６ 作業主任者 に改
年 月 日

」

める。

附 則

この訓令は，平成25年４月１日から施行する。
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